
 

京都市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年５月３１日京都市条例第   号） 

（行財政局税務部税制課） 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）が公布されたことに伴い，

次のとおり必要な措置を講じることとしました。 

１ 個人の市民税 

    平成３３年度以後の各年度分の個人の市民税に係る基礎控除について，以下の措

置を講じることとします。（第２７条関係） 

   ア 前年の合計所得金額が２，４００万円以下である所得割の納税義務者 ４３万

円 

   イ 前年の合計所得金額が２，４００万円を超え２，４５０万円以下である所得割

の納税義務者 ２９万円 

   ウ 前年の合計所得金額が２，４５０万円を超え２，５００万円以下である所得割

の納税義務者 １５万円 

   エ 前年の合計所得金額が２，５００万円を超える所得割の納税義務者については， 

基礎控除を適用しないこととします。 

    平成３３年度以後の各年度分の個人の市民税に係る調整控除について，上記 エ

の措置に伴い，前年の合計所得金額が２，５００万円を超える所得割の納税義務者

については，調整控除を適用しないこととします。（第２７条の６関係） 

    前年の合計所得金額が，３５万円に本人，同一生計配偶者及び扶養親族の合計数

を乗じて得た金額に１０万円を加えた金額（同一生計配偶者又は扶養親族を有する

場合には，その金額に２１万円を加えた金額）以下の者については，個人市民税の

均等割を課さないこととします。（第１７条の３関係） 

    公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が源泉控除対象配偶者に係る

配偶者特別控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要とすることとします。

（第２８条関係） 

２ 固定資産税及び都市計画税 

   公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について，次のとおり見

直しを行ったうえ，その対象資産の取得期限を平成３２年３月３１日まで延長しま

す。（附則第７条関係） 

   ア 水質汚濁防止のための汚水又は廃液の処理施設について，課税標準をその価格
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に２分の１を参酌して３分の１以上３分の２以下の範囲内において市町村の条例

で定める割合（現行３分の１）を乗じて得た額とすることとされたことに伴い，

当該割合を２分の１とします。 

   イ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出抑制施設を適用対象から除外す

ることとされたことに伴い，同施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合に係

る規定を削除します。 

   電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定す

る一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について，次のとおり

見直しを行ったうえ，その対象資産の取得期限を平成３２年３月３１日まで延長

します。（附則第７条関係） 

   ア 次に掲げる設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について，課税標準を

その価格に４分の３を参酌して１２分の７以上１２分の１１以下の範囲内におい

て市町村の条例で定める割合を乗じて得た額（現行３分の２）とすることとされ

たことに伴い，当該割合を４分の３とします。 

    (ア) 太陽光発電設備のうち，電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法に規定する認定発電設備以外の設備のうち一定の規模以上の

もの 

( イ ) 風力発電設備のうち，一定の規模未満のもの 

   イ 次に掲げる設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について，課税標準を

その価格に３分の２を参酌して２分の１以上６分の５以下の範囲内において市町

村の条例で定める割合を乗じて得た額（現行２分の１）とすることとされたこと

に伴い，当該割合を３分の２とします。 

    (ア) 水力発電設備のうち，一定の規模以上のもの 

    (イ) 地熱発電設備のうち，一定の規模未満のもの 

    (ウ) バイオマス発電設備のうち，一定の規模以上一定の規模未満のもの 

    中小事業者等が生産性向上特別措置法の施行の日から平成３３年３月３１日まで

の間に同法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する

先端設備等に該当する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置に

ついて，当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度か

ら３年度間はその価格に零以上２分の１以下の範囲内において市町村の条例で定め



 

る割合を乗じて得た額とすることとされたことに伴い，当該割合を零とします。

（附則第７条関係） 

    劇場，演芸場，集会場又は公会堂であって主に実演芸術の公演等を行う一定の家

屋について，バリアフリー改修を平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日ま

での間に行った場合，当該家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額の３分の１に

相当する金額を２年度分減額する。（附則第８条関係） 

    生産緑地法に規定する生産緑地である農地のうち申出基準日までに特定生産緑地

として指定がされたものについて，引き続き，農地として評価を行うこととします。

（附則第１１条関係） 

    平成３１年度分又は平成３２年度分の固定資産税に限り，自然的及び社会的条件

からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し，市長が

修正前の価格を課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認

める場合においては，修正前の価格を修正基準によって修正した価格を当該年度分

の固定資産税の課税標準とします。（附則第８条の２，第１１条及び第１１条の２

関係） 

   平成３１年度以降の第２年度又は第３年度に係る賦課期日において，新たに都市

計画法に規定する田園住居地域内の市街化区域農地となる事情がある土地に係る当

該第２年度又は第３年度の固定資産税の課税標準は，地目の変換等に類する特別の

事情があるものとみなして算定することとします。（附則第１１条の２関係） 

３ 市たばこ税 

   次に掲げる期間における市たばこ税に係る税率を，それぞれ次に定める税率とし

ます。（第８５条関係） 

   ア 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで １，０００本につき５，

６９２円 

   イ 平成３２年１０月１日から平成３３年９月３０日まで １，０００本につき６，

１２２円 

   ウ 平成３３年１０月１日以後 １，０００本につき６，５５２円 

    平成３１年４月１日に予定している紙巻たばこ旧３級品に係る税率の引上げを延

期し，平成３１年１０月１日から実施する。（平成２７年６月５日条例第５号附則

第４条関係） 



 

    加熱式たばこの課税方式について，以下の措置を講じることとします。（第８３

条の２関係） 

   ア 製造たばこの区分として，「加熱式たばこ」の区分を設けます。 

   イ 加熱式たばこの喫煙用具であって，加熱により蒸気となるグリセリンその他の

物品又はこれらの混合物が充填されたもの（一定の者により売渡しがされたもの

等に限る。）を，加熱式たばことみなして地方税法の規定を適用します。 

   ウ 加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準を，次の（ア）及び（イ）のとおり換算した

紙巻たばこの本数を合計した本数とします。 

    (ア) 加熱式たばこの重量（フィルターその他の一定の物品の重量を除く。）の０．

４グラムをもって紙巻きたばこの０．５本に換算します。 

    (イ) 加熱式たばこの小売価格を，紙巻たばこの一本の金額に相当する金額をもっ

て，紙巻たばこの０．５本に換算します。 

   エ ウの換算方法は段階的に導入することとします。 

  税率の引上げ日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する

一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して，手持品課税を行うこととします。

（改正条例附則第４条，第５条及び第６条関係） 

４ その他 

   その他必要な規定の整備を行うこととします。 

    上記３ ア， ， 及び の改正は平成３０年１０月１日から，上記１ の改正

は平成３１年１月１日から，上記３ イの改正は平成３２年１０月１日から，上記

１ ， 及び の改正は平成３３年１月１日から，上記３ ウの改正は平成３３年

１０月１日から，上記２ の改正は生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５

号）附則第１条本文に規定する日から，その他の改正は公布の日から施行します。 

 



 

 京都市市税条例等の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３０年５月３１日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市市税条例等の一部を改正する条例 

（京都市市税条例の一部改正） 

第１条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第２８条第１項第１号中「配偶者特別控除額」の右に「（同法第２条第１項第３３号

の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）」を加える。 

  第８２条の見出し中「意義」の右に「及び製造たばこの区分」を加え，同条中「第４

６４条各号」を「第４６４条第１項各号」に改め，同条に次の１項を加える。 

 ２ 製造たばこの区分及び製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は，法第４６４条

第２項に定めるところによる。 

  第８３条の次に次の１条を加える。 

 （製造たばことみなす場合） 

 第８３条の２ 特定加熱式たばこ喫煙用具（法第４６６条の２に規定する特定加熱式た

ばこ喫煙用具をいう。以下この条において同じ。）は，製造たばことみなして，この

節の規定を適用する。この場合において，特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たば

この区分は，加熱式たばことする。 

  第８４条第１項中「前条第１項」を「第８３条第１項」に改める。 

  第８５条中「５，２６２円」を「５，６９２円」に改める。 

  附則第７条第１項第１号を削り，同項第２号中「附則第１５条第２項第２号及び第３

号，第３２項第２号」を「附則第１５条第２項第１号及び第２号，第３２項第３号」に

改め，同号を同項第１号とし，同項第３号中「附則第１５条第２項第７号」を「附則第

１５条第２項第６号及び第３２項第２号」に改め，同号を同項第２号とし，同項第４号

から同項第６号までを１号ずつ繰り上げ，同項に次の２号を加える。 

    法附則第１５条第４４項 ３分の１ 

    法附則第１５条第４７項 零 

  附則第８条の見出し中「固定資産税」を「固定資産税等」に改め，同条第１項前段中

「第１５条の１０」を「第１５条の１１」に改め，「固定資産税」の右に「又は都市計
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画税」を加え，同条第２項中「又は第１５条の１０第１項」を「，第１５条の１０第１

項又は第１５条の１１第１項」に改め，同条に次の１項を加える。 

 ６ 法附則第１５条の１１第１項の規定は，同項の規定の適用を受けようとする固定資

産税又は都市計画税の納税義務者が，同項に規定する利便性等向上改修工事が完了し

た日から３月以内に，同項に規定する改修実演芸術公演施設につき同項の適用がある

べき旨の申告を市長に行った場合（当該期間内に申告されなかったことについてやむ

を得ない理由があると市長が認めるときを含む。）に限り，適用する。 

  附則第８条の２の見出し中「平成２８年度」を「平成３１年度」に，「平成２９年

度」を「平成３２年度」に改め，同条第１項中「平成２８年度分」を「平成３１年度

分」に，「平成２９年度分」を「平成３２年度分」に改め，同条第２項中「平成２８年

度適用土地」を「平成３１年度適用土地」に，「平成２８年度類似適用土地」を「平成

３１年度類似適用土地」に，「平成２９年度分」を「平成３２年度分」に改める。 

  附則第１１条の前の見出しを削り，同条に見出しとして「（通常市街化区域農地に対

して課する平成３１年度以降の各年度分の固定資産税の特例）」を付し，同条第１項中

「昭和４７年度」を「平成３１年度」に改め，「同じ。）」の右に「のうち，田園住居

地域内市街化区域農地（同項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下同

じ。）以外のもの（以下この条において「通常市街化区域農地」という。）」を加え，

「当該市街化区域農地」を「当該通常市街化区域農地」に改め，「（以下「類似宅地」

という。）」を削り，同条第２項中「昭和４７年度以降の各年度」を「平成３１年度以

降の第２年度又は第３年度」に，「法附則第１９条の２第２項各号に掲げる」を「，新

たに通常市街化区域農地となり，又は通常市街化区域農地であった土地が市街化区域農

地以外の農地となる」に，「第３４９条第２項から第６項まで及び」を「第３４９条第

２項第１号に掲げる事情があるものとみなし，同項から第６項までの規定を適用する。

この場合における同項から第６項までの規定の適用については，」に改め，同条第３項

中「平成２８年度」を「平成３１年度以降の第２年度又は第３年度」に，「法附則第１

９条の２第３項各号に掲げる」を「，法附則第１９条の２第３項に規定する」に改め，

「（次項に規定する土地に該当するに至った場合の当該土地を除く。）に対する附則第

８条の２の規定の適用」を削り，「法附則第１７条の２第１項及び第２項」を「当該事

情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り，第４２条第２項，第３項及び第５

項の規定にかかわらず，法第３４９条第２項，第３項及び第５項」に改め，「並びに」



 

の右に「法附則」を加え，同条第４項中「平成２９年度」を「平成３１年度」に，「法

附則第１９条の２第４項各号に掲げる」を「第２項に規定する」に改め，「土地」の右

に「（第６項又は第７項に規定する土地に該当するに至った場合における当該土地を除

く。）」を加え，同条に次の３項を加える。 

 ５ 平成３１年度に係る賦課期日において第３項に規定する事情がある土地（次項又は

第７項に規定する土地に該当するに至った場合における当該土地を除く。）に対する

附則第８条の２の規定の適用については，法附則第１７条の２第１項及び第２項並び

に第１９条の２第５項に定めるところによる。 

 ６ 平成３２年度に係る賦課期日において第２項に規定する事情がある土地に対する附

則第８条の２の規定の適用については，法附則第１７条の２第１項及び第２項並びに

第１９条の２第６項に定めるところによる。 

 ７ 平成３２年度に係る賦課期日において第３項に規定する事情がある土地に対する附

則第８条の２の規定の適用については，法附則第１７条の２第１項及び第２項並びに

第１９条の２第７項に定めるところによる。 

  附則第１１条の次に次の１条を加える。 

 （田園住居地域内市街化区域農地に対して課する平成３１年度以降の各年度分の固定資

産税の特例） 

 第１１条の２ 平成３１年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市

街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については，当該

田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準と

される価格に比準する価格を法第３８８条第１項に規定する固定資産評価基準（田園

住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。）により補正した価格により定められ

るものとする。 

 ２ 平成３１年度以降の第２年度又は第３年度に係る賦課期日において，新たに田園住

居地域内市街化区域農地となり，又は田園住居地域内市街化区域農地であった土地が

市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については，当該事情がある賦課期

日に係る年度分の固定資産税に限り，第４２条第２項から第６項までの規定にかかわ

らず，法第３４９条第２項第１号に掲げる事情があったものとみなし，同項から第６

項までの規定を適用する。この場合における同項から第６項までの規定の適用につい

ては，法附則第１９条の２の２第２項に定めるところによる。 



 

 ３ 平成３２年度以降の第２年度又は第３年度に係る賦課期日において，法附則第１９

条の２の２第３項の事情がある土地については，当該事情がある賦課期日に係る年度

分の固定資産税に限り，第４２条第２項，第３項及び第５項の規定の適用については，

法第３４９条第２項，第３項及び第５項並びに附則第１９条の２の２第３項に定める

ところによる。 

 ４ 平成３１年度に係る賦課期日において第２項に規定する事情がある土地（次項又は

第６項に規定する土地に該当するに至った場合における当該土地を除く。）に対する

附則第８条の２の規定の適用については，法附則第１７条の２第１項及び第２項並び

に第１９条の２の２第４項に定めるところによる。 

 ５ 平成３２年度に係る賦課期日において第２項に規定する事情がある土地に対する附

則第８条の２の規定の適用については，法附則第１７条の２第１項及び第２項並びに

第１９条の２の２第５項に定めるところによる。 

 ６ 平成３２年度に係る賦課期日において第３項に規定する事情がある土地に対する附

則第８条の２の規定の適用については，法附則第１７条の２第１項及び第２項並びに

第１９条の２の２第６項に定めるところによる。 

  附則第１２条の前に見出しとして「（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降

の各年度分の固定資産税の特例）」を付する。 

  附則第１８条の２第３項中「第３７条の７」を「第３７条の６」に，「第３７条の９

の４」を「第３７条の８」に，「第３７条の９の５」を「第３７条の９」に改める。 

第２条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第２８条の４第６項中「法第３１７条の６第６項各号」を「，第３２条の８の２第１

項に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあっては法第３１７条の６第６項各号に

掲げる方法のいずれかにより，それ以外の公的年金等の支払をする者にあっては同項第

１号又は第２号」に改め，同条に次の１項を加える。 

 ９ 第５項（法第３１７条の６第５項第１号に係る部分に限る。）又は第６項（法第３

１７条の６第６項第１号に係る部分に限る。）の規定により行われた記載事項の提供

については，法第７６２条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含

む。）に備えられたファイルへの記録がされたときに市長に到達したものとみなす。 

  第３２条の８の８第３項後段中「「第３２条の８の５第１項」とあるのは「第３２条

の８の８第３項において読み替えて準用する第３２条の８の５第１項」と，」を削る。 



 

  附則第７条第１項第１号中「並びに第４５項」を「並びに第４４項」に改め，同項第

６号中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４３項」に改め，同項第７号中

「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４６項」に改める。 

第３条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第１７条の３中「得た金額」の右に「に１００，０００円を加算した金額」を加える。 

  第２７条第２項を次のように改める。 

 ２ 所得割の納税義務者については，次の各号に掲げる者の区分に応じ，当該各号に掲

げる額を，法第３１４条の２の規定により，その者の前年の所得について算定した総

所得金額，退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 

    前年の合計所得金額が２５，０００，０００円以下の者 雑損控除額，医療費控

除額，社会保険料控除額，小規模企業共済等掛金控除額，生命保険料控除額，地震

保険料控除額，障害者控除額，寡婦(寡夫)控除額，勤労学生控除額，配偶者控除額，

配偶者特別控除額，扶養控除額及び基礎控除額 

    前号に掲げる者以外のもの 前号に掲げる額（基礎控除額を除く。） 

  第２７条の６第１項中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が２５，００

０，０００円以下である所得割の納税義務者」に改める。 

  第８５条中「５，６９２円」を「６，１２２円」に改める。 

第４条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第８５条中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。 

（京都市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 京都市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年６月５日京都市条例第５

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第４条第２項第３号中「平成３１年３月３１日」を「平成３１年９月３０日」に

改め，同条第１３項前段中「平成３１年４月１日」を「平成３１年１０月１日」に改め，

同項後段中「１，２６２円」を「１，６９２円」に改め，同条第１４項の表第４項の項

中「平成３１年４月３０日」を「平成３１年１０月３１日」に改め，同表第６項の項中

「平成３１年９月３０日」を「平成３２年３月３１日」に改め，同表第７項の表第９０

条の２第１項の項の項中「平成３１年４月３０日」を「平成３１年１０月３１日」に改

め，同表第７項の表第９３条第２項の項の項中「平成３１年９月３０日」を「平成３２

年３月３１日」に改める。 



 

第６条 京都市市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年６月１０日京都市条例第３ 

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条第１項中「前条第２号」を「前条第１号」に改める。 

第７条 京都市市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年６月９日京都市条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

  第１条のうち第３２条の５の改正規定中「第９条の２４」を「第９条の２３」に，

「第９条の２５」を「第９条の２４」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各

号に定める日から施行する。 

   第１条中第８２条の改正規定，第８３条の次に１条を加える改正規定，第８４条の

改正規定及び第８５条の改正規定，第５条並びに附則第４条の規定 平成３０年１０

月１日 

   第１条中第２８条及び附則第１８条の２の改正規定並びに次条の規定 平成３１年

１月１日 

   第２条の規定 平成３１年４月１日 

   第３条中第８５条の改正規定及び附則第５条の規定 平成３２年１０月１日 

   第３条の規定（第８５条の改正規定を除く。） 平成３３年１月１日 

   第４条及び附則第６条の規定 平成３３年１０月１日 

   第１条中附則第７条第１項に２号を加える改正規定（同項第７号に係る部分に限

る。） 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）附則第１条本文に規定す

る日 

（市民税に関する規定の適用区分） 

第２条 第１条の規定による改正後の京都市市税条例（以下「改正後の条例」という。）

第２８条第１項第１号の規定は，平成３１年度分の個人の市民税の申告から適用し，平

成３０年度分までの個人の市民税の申告については，なお従前の例による。 

２ 第６条の規定による改正後の京都市市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年６

月１０日京都市条例第３号）附則第２条第１項の規定は，平成２９年１月１日以後にこ

の条例による改正後の京都市市税条例第９条第１項に規定する納期限が到来する法人の



 

市民税に係る延滞金について適用する。 

（固定資産税に関する規定の適用区分） 

第３条 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地方税法等

の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号。以下「地方税法等改正法」という。）

附則第２０条第２項に規定する地方税法等改正法第１条の規定による改正前の地方税法

（以下「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する

固定資産税については，なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法

等改正法附則第２０条第６項に規定する旧法附則第１５条第３２項に規定する特定再生

可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については，なお従前の例による。 

３ 改正後の条例附則第１１条及び第１１条の２の規定は，平成３１年度以後の年度分の

固定資産税について適用し，平成３０年度分までの固定資産税については，なお従前の

例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き，平成３０年１０月１日前に課した，又は課すべき

であった市たばこ税については，なお従前の例による。 

２ 平成３０年１０月１日前にこの条例による改正前の条例第８３条第１項に規定する売

渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（地方税法第４６９条第１項第１

号及び第２号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。）が行われた旧法第

４６４条第１号に規定する製造たばこ（京都市市税条例等の一部を改正する条例（平成

２７年６月５日京都市条例第５号。以下「平成２７年改正条例」という。）附則第４条

第１項に規定する紙巻たばこ３級品を除く。以下この条において「製造たばこ」とい

う。）を同日に販売のため所持する改正後の条例第８３条第１項に規定する卸売販売業

者等（以下「卸売販売業者等」という。）又は地方税法等改正法第１条の規定による改

正後の地方税法（以下「新法」という。）第４６４条第１項第４号に規定する小売販売

業者（以下「小売販売業者」という。）がある場合において，これらの者が所得税法等

の一部を改正する法律（平成３０年法律第７号。以下「所得税法等改正法」という。）

附則第５１条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこ

れらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税

を課されることとなるときは，これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（こ



 

れらの者が卸売販売業者等である場合にあっては本市の区域内に所在する当該製造たば

この貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合にあっては本市の区域内に所在す

る当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所において所持されるものに

限る。）を同日に本市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り

渡したものとみなして，市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準

は，当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし，当該市たばこ税の税率は，

１，０００本につき４３０円とする。 

３ 前項の規定により市たばこ税を課される者は，同項の貯蔵場所又は小売販売業者の営

業所ごとに，地方税法等改正法附則第２３条第３項に規定する申告書を平成３０年１０

月３１日までに，市長に提出しなければならない。 

４ 第２項の規定により市たばこ税を課される者が前項の申告書を地方税法等改正法附則

第２３条第４項の規定により京都府知事又は税務署長に提出したときは，当該申告書を

市長に提出したものとみなす。 

５ 第３項の申告書を提出した者は，平成３１年４月１日までに，当該申告書に記載した

市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。 

６ 第２項の規定により市たばこ税を課する場合においては，同項から前項までに規定す

るもののほか，改正後の条例の規定中市たばこ税に関する部分（改正後の条例第８４条

第１項，第８５条，第８６条，第８８条，第８９条及び第９２条の規定を除く。）を適

用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第９条第１項第２号 又は第８８条第１項若しくは

第２項 

，第９０条第２項 

第１９５条第１項 第１９５条第１項又は京都市

市税条例等の一部を改正する

条例（平成３０年５月３１日

京都市条例第  号。以下

「平成３０年改正条例」とい

う。）附則第４条第３項 

申告書 申告書又は修正申告書（第９

０条第２項の規定による申告

書又は修正申告書にあって 

は，平成３１年４月１日まで

に提出されたものに限る。） 

 

１



 

   

第９条第１項第３号 第１９項又は第８８条第１項

若しくは第２項 

第１９項 

 第１９５条第１項 第１９５条第１項又は平成３

０年改正条例附則第４条第３

項 

提出期限 提出期限（平成３０年改正条

例附則第４条第３項の規定に

よる申告書にあっては，同条

第５項の納期限） 

第９条第１項第５号 税額 税額（第２号に掲げる税額を

除く。） 

第８４条第２項 前項 平成３０年改正条例附則第４

条第２項 

第９０条第１項 第８８条第１項又は第２項の

規定により申告書 

平成３０年改正条例附則第４

条第３項の規定により申告書 

第８８条第１項又は第２項の

規定により申告納付する 

平成３０年改正条例附則第４

条第３項から第５項までの規 

  定により申告納付する 

第９０条第２項 第８８条第１項若しくは第２

項 

平成３０年改正条例附則第４

条第３項 

第９０条の２第１項 第８８条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第４

条第３項 

当該各項に規定する申告書の

提出期限 

平成３０年１０月３１日 

第９３条第２項 経過する日 経過する日（当該経過する日

が平成３１年４月１日前であ

る場合には，同日） 

７ 卸売販売業者等が，販売契約の解除その他やむを得ない理由により，本市の区域内に

小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち，第２項

の規定により市たばこ税を課された，又は課されるべきものの返還を受けた場合には，

当該卸売販売業者等が改正後の条例第８８条の規定により市長に提出すべき申告書には，

地方税法等改正法附則第２３条第７項に規定する書類を添付しなければならない。 

第５条 別段の定めがある場合を除き，平成３２年１０月１日前に課した，又は課すべき

であった市たばこ税については，なお従前の例による。 

２ 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた新法第４６４条第１項第１号に規定す

る製造たばこ（以下「製造たばこ」という。）を同日に販売のため所持する卸売販売業

者等又は小売販売業者がある場合において，これらの者が所得税法等改正法附則第５１

条第９項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の



 

製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課される

こととなるときは，これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が

卸売販売業者等である場合にあっては本市の区域内に所在する当該製造たばこの貯蔵場

所，これらの者が小売販売業者である場合にあっては本市の区域内に所在する当該製造

たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所において所持されるものに限る。）を

同日に本市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡したもの

とみなして，市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は，当該売

り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし，当該市たばこ税の税率は，１，００

０本につき４３０円とする。  

３ 前項の規定により市たばこ税を課される者は，同項の貯蔵場所又は小売販売業者の営

業所ごとに，地方税法等改正法附則第２５条第３項に規定する申告書を平成３２年１１

月２日までに，市長に提出しなければならない。 

４ 第２項の規定により市たばこ税を課される者が前項の申告書を地方税法等改正法附則

第２５条第４項の規定により京都府知事又は税務署長に提出したときは，当該申告書を

市長に提出したものとみなす。 

５ 第３項の申告書を提出した者は，平成３３年３月３１日までに，当該申告書に記載し

た市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。 

６ 第２項の規定により市たばこ税を課する場合においては，同項から前項までに規定す

るもののほか，附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の条例（以下この条におい

て「３２年改正後の条例」という。）の規定中市たばこ税に関する部分（３２年改正後

の条例第８４条第１項，第８５条，第８６条，第８８条，第８９条及び第９２条の規定

を除く。）を適用する。この場合において，次の表の左欄に掲げる３２年改正後の条例

の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第９条第１項第２号 第８８条第１項若しくは第

２項 

，第９０条第２項 

第１９５条第１項 第１９５条第１項又は京都

市市税条例等の一部を改正

する条例（平成３０年５月

３１日京都市条例第   号。

以下「平成３０年改正条 

例」という。）附則第５条

第３項 

   

１



 

   

 申告書 申告書又は修正申告書（第

９０条第２項の規定による

申告書又は修正申告書にあ

っては，平成３３年３月３ 

  １日までに提出されたもの

に限る。） 

第９条第１項第３号 第６９条の６第１項，第８

８条第１項若しくは第２項 

第６９条の６第１項， 

第１９５条第１項 第１９５条第１項又は平成

３０年改正条例附則第５条

第３項 

提出期限 提出期限（平成３０年改正

条例附則第５条第３項の規

定による申告書にあって

は，同条第５項の納期限） 

第９条第１項第５号 税額 税額（第２号に掲げる税額

を除く。） 

第８４条第２項 前項 平成３０年改正条例附則第

５条第２項 

第９０条第１項 第８８条第１項又は第２項

の規定により申告書 

平成３０年改正条例附則第

５条第３項の規定により申

告書 

第８８条第１項又は第２項

の規定により申告納付する 

平成３０年改正条例附則第

５条第３項から第５項まで

の規定により申告納付する 

第９０条第２項 第８８条第１項若しくは第

２項 

平成３０年改正条例附則第

５条第３項 

第９０条の２第１項 第８８条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

５条第３項 

当該各項に規定する申告書

の提出期限 

平成３２年１１月２日 

第９３条第２項 経過する日 経過する日（当該経過する

日が平成３３年３月３１日

前である場合には，同日） 

７ 卸売販売業者等が，販売契約の解除その他やむを得ない理由により，本市の区域内に

小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち，第２項

の規定により市たばこ税を課された，又は課されるべきものの返還を受けた場合には，

当該卸売販売業者等が３２年改正後の条例第８８条の規定により市長に提出すべき申告

書には，地方税法等改正法附則第２５条第７項に規定する書類を添付しなければならな

い。 



 

第６条 別段の定めがあるものを除き，平成３３年１０月１日前に課した，又は課すべき

であった市たばこ税については，なお従前の例による。 

２ 平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持す

る卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において，これらの者が所得税法等改正

法附則第５１条第１１項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日

にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたば

こ税を課されることとなるときは，これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ

（これらの者が卸売販売業者等である場合にあっては本市の区域内に所在する当該製造

たばこの貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合にあっては本市の区域内に所

在する当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所において所持されるも

のに限る。）を同日に本市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に

売り渡したものとみなして，市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税

標準は，当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし，当該市たばこ税の税

率は，１，０００本につき４３０円とする。  

３ 前項の規定により市たばこ税を課される者は，同項の貯蔵場所又は小売販売業者の営

業所ごとに，地方税法等改正法附則第２６条第３項に規定する申告書を平成３３年１１

月１日までに，市長に提出しなければならない。 

４ 第２項の規定により市たばこ税を課される者が前項の申告書を地方税法等改正法附則

第２６条第４項の規定により京都府知事又は税務署長に提出したときは，当該申告書を

市長に提出したものとみなす。 

５ 第３項の申告書を提出した者は，平成３４年３月３１日までに，当該申告書に記載し

た市たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。 

６ 第２項の規定により市たばこ税を課する場合においては，同項から前項までに規定す

るもののほか，第４条による改正後の条例（以下「３３年改正後の条例」という。）の

規定中市たばこ税に関する部分（３３年改正後の条例第８４条第１項，第８５条，第８

６条，第８８条，第８９条及び第９２条の規定を除く。）を適用する。この場合におい

て，次の表の左欄に掲げる３３年改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第９条第１項第２号 

 

第８８条第１項若しくは第２

項 

，第９０条第２項 

 



 

   

第１９５条第１項 第１９５条第１項又は京都市

市税条例等の一部を改正する

条例（平成３０年５月３１日

京都市条例第  号。以下

「平成３０年改正条例」とい

う。）附則第６条第３項 

申告書 申告書又は修正申告書（第９

０条第２項の規定による申告

書又は修正申告書にあって

は，平成３４年３月３１日ま

でに提出されたものに限

る。） 

第９条第１項第３号 第６９条の６第１項，第８８

条第１項若しくは第２項 

第６９条の６第１項， 

第１９５条第１項 第１９５条第１項又は平成３

０年改正条例附則第６条第３

項 

提出期限 提出期限（平成３０年改正条

例附則第６条第３項の規定に

よる申告書にあっては，同条 

  第５項の納期限） 

第９条第１項第５号 税額 税額（第２号に掲げる税額を

除く。） 

第８４条第２項 前項 平成３０年改正条例附則第６

条第２項 

第９０条第１項 第８８条第１項又は第２項の

規定により申告書 

平成３０年改正条例附則第６

条第３項の規定により申告書 

第８８条第１項又は第２項の

規定により申告納付する 

平成３０年改正条例附則第６

条第３項から第５項までの規

定により申告納付する 

第９０条第２項 第８８条第１項若しくは第２

項 

平成３０年改正条例附則第６

条第３項 

第９０条の２第１項 第８８条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第６

条第３項 

当該各項に規定する申告書の

提出期限 

平成３３年１１月１日 

第９３条第２項 

 

 

経過する日 経過する日（当該経過する日

が平成３４年３月３１日前で

ある場合には，同日） 

７ 卸売販売業者等が，販売契約の解除その他やむを得ない理由により，本市の区域内に

小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち，第２項

の規定により市たばこ税を課された，又は課されるべきものの返還を受けた場合には，

１



 

当該卸売販売業者等が３３年改正後の条例第８８条の規定により市長に提出すべき申告

書には，地方税法等改正法附則第２６条第７項に規定する書類を添付しなければならな

い。 

（行財政局税務部税制課） 


